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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

早
い
も
の
で
１
２
月
も
半

月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
初
旬
・

中
旬
の
以
降
出
し
ゆ
う
パ
ッ

ク
の
配
達
は
終
わ
り
ま
し
た

が
、
例
年
よ
り
少
な
い
感
じ

で
し
た
。
た
だ
今
年
の
ゆ
う

パ
ッ
ク
配
達
持
ち
出
し
の
ピ

ー
ク
予
想
日
は
１
２
月
２
１

日
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
大
き

な
事
故
な
ど
は
聞
い
て
い
ま

せ
ん
が
、
気
を
緩
め
ず
や
り

ま
し
ょ
う
。 

さ
て
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
、

正
常
な
業
務
運
行
を
確
保
し
、

良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
郵
便
局
の
使
命
と

考
え
ま
す
。
そ
の
為
に
は
感

染
症
防
止
策
の
徹
底
、
必
要

な
要
員
の
確
保
、
労
働
安
全

の
徹
底
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、

業
務
に
携
わ
る
す
べ
て
の
社

員
の
労
働
条
件
の
向
上
が
不

可
欠
で
す
。 

こ
の
考
え
に
基
づ
き
長
中

局
支
部
は
、
１
０
月
３
０
日
、

長
中
局
に
対
し
て
２
４
項
目

の
「
年
繁
要
求
書
」
を
提
出

し
ま
し
た
。
こ
の
要
求
書
に

つ
い
て
１
２
月
７
日
に
長
中

局
か
ら
回
答
が
行
わ
れ
た
の

で
報
告
し
ま
す
。 

今
回
の
要
求
書
の
回
答
期

限
は
１
１
月
２
２
日
で
し
た
。

組
合
の
早
期
の
回
答
の
求
め

に
対
し
て
、
局
は
１
１
月
２

４
日
「
誠
意
あ
る
回
答
を
行

う
た
め
整
理
中
」
と
回
答
を

保
留
し
、
そ
れ
か
ら
１
５
日

後
の
先
週
７
日
の
回
答
と
な

り
ま
し
た
。 

今
回
の
回
答
で
は
、「
昨
年

度
、
年
末
年
始
繁
忙
期
間
中

に
お
い
て
連
続
出
勤
が
７
日

間
を
超
え
た
社
員
数
及
び
最

長
連
続
出
勤
日
数
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
」
と
の
要
求
に
、

「
社
員
の
連
続
勤
務
に
つ
い

て
は
健
康
管
理
面
か
ら
も
極

力
配
意
す
る
事
と
す
る
が
、

必
要
な
休
日
労
働
及
び
非
番

日
労
働
は
命
じ
て
行
く
」
と

回
答
す
る
な
ど
、
半
分
弱
の

項
目
で
組
合
の
要
求
に
即
し

た
回
答
を
行
わ
ず
、
と
て
も

誠
意
あ
る
対
応
と
は
言
え
な

い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は
昨

年
も
見
ら
れ
た
も
の
で
、
回

答
が
遅
れ
た
こ
と
と
合
わ
せ

「
本
当
に
誠
意
あ
る
」
対
応

を
行
う
よ
う
に
抗
議
の
申
し

入
れ
を
行
い
ま
し
た
。 

 

今
回
の
要
求
書
で
は 

・
特
例
休
息
を
含
め
た
休

憩
時
間
の
取
得
な
ど
勤
務
時

間
管
理 

・
退
職
が
相
次
ぎ
昨
年
と

比
べ
３
名
少
な
い
人
員
と
な

っ
て
い
る
第
二
集
配
営
業
部

で
の
業
務
運
行
確
保
対
策
や

要
員
対
策 

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど

感
染
防
止
対
策 

・
混
雑
が
激
し
く
な
る
中

庭
駐
車
場
の
管
理
等
を
中
心

に
改
善
を
求
め
ま
し
た
。 

 

回
答
の
場
で
は
、
要
求
書

へ
の
回
答
と
合
わ
せ
て
、
年

繁
期
間
中
の
業
務
に
つ
い
て

の
考
え
方
や
対
策
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。 

支
部
が
求
め
た
第
二
集
配

営
業
部
要
員
確
保
に
つ
い
て

は
「
業
務
量
に
応
じ
て
柔
軟

に
他
部
か
ら
の
応
援
を
行

う
」
と
す
る
な
ど
、
局
も
対

策
を
取
っ
て
い
る
と
回
答
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
昨

年
度
の
「
勤
務
時
間
制
度
の

見
直
し
」
に
伴
う
、
超
勤
の

場
合
の
長
時
間
連
続
勤
務
対

策
に
つ
い
て
、
疲
労
や
集
中

力
の
低
下
か
ら
事
故
に
も
つ

な
が
り
か
ね
な
い
重
要
な
問

題
だ
と
し
て
再
度
の
説
明
を

求
め
ま
し
た
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 

ＮＯ．４4０７ 

`23 年１２月１５日（金） 

℡･Fax 095-828-1953 

  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

郵政ユニオンの年末年始繁忙要求と長中局の回答（抜粋） 

 

２．全社員に、１月１日から１月３日の間に必ず１日以上の休日を確保すること。

また、昨年、上記３日間に休日が指定されなかった社員の人数を明らか

にすること。 

局）１月１日から１月３日までの間において可能な限り 1 日は休暇を付与する

が、この間に付与できない場合は１月５日までに付与するように配慮す

る。尚、昨年度も１月５日までに全社員に対して休暇を付与している 

 

６．年明け差出となる年賀状が増え、年明の業務量が増加傾向にある。特

に今年度は曜日配列の関係で連休明けの 1月 9日の配達困難が予想さ

れる。年明け以降の要員配置を含めた対策を明らかにすること。 

局）日別の想定業務量に応じた要員配置を行うことが基本であり、今年の

年末年始期においても安定した業務運行の確保が可能となるよう日別

要員配置計画を策定する。 

 

７．昨年度の特別条項適用回数と適用に至った状況を明らかにすること。 

局）特別条項適用については安易に適用するのではなく真摯に必要な場

合に適用する。 

 

８．昨年度から超勤時に取得していた１５分の休憩時間が無くなった。この

為、日勤者で３時間以上の超勤をした際に連続６時間以上勤務について

いる社員もいた。長時間の連続労働は事故誘発にもつながる。長中局

における休憩・休息についての考え方を明らかにすること。 

局）各職場内に社員就業規則等を配備しており、休憩休息の付与方法につ

いても同規則等に則り適切に勤務時間管理を行う 

 


